
入園検討可能施設調書 No. 再    /

名　　称 〒 住　　所
開所時間※

（平日）
電話番号

定員
(2･3号)

保 ア 島田市立第一保育園 427-0039 向谷四丁目1084-1 7:00-19:00 37-2977 120

保 イ 島田市立第三保育園 427-0017 南一丁目14-24 7:00-19:00 37-2734 80

保 ウ 島田聖母保育園 427-0041 中河町344 7:00-19:00 37-5430 120

こ エ 認定こども園くりのみ保育園 427-0042 中央町13-1 7:00-19:00 36-3160 70

保 オ こばと保育園 427-0056 大津通12-2 7:00-19:00 35-5177 50

保 カ ゆたか保育園 427-0046 若松町2538-1 7:00-19:00 35-1176 72

保 キ 島田ゆりかご保育所 427-0039 向谷4032-12 7:00-19:00 33-5007 72

こ ク 認定こども園島田学園付属幼稚園 427-0034 伊太2075-1 7:30-18:30 37-3252 84

こ ケ 認定こども園島田中央幼稚園 427-0017 旗指2888-1 7:00-19:00 37-2733 80

大津地区 こ サ 認定こども園大津保育園 427-0008 落合64-1 7:00-19:00 39-5953 90

こ シ 認定こども園エルフのみらい 427-0019 道悦二丁目27-14 7:00-19:00 35-2136 120

こ ス 認定こども園エルフのゆめ 427-0011 東町1210 7:00-19:00 35-0123 120

保 セ たけのこ保育園 427-0004 阿知ヶ谷277 7:00-19:00 35-0066 40

保 ソ 初倉保育園 427-0104 井口407 7:00-19:00 38-2525 130

保 タ 月坂保育園 427-0111 阪本1649-1 7:00-19:00 38-2977 100

こ チ みどり認定こども園 427-0102 大柳南308 7:00-19:00 38-0057 30

こ ツ 認定こども園五和保育園 428-0006 牛尾1111 7:00-19:00 45-3374 300

保 テ 神谷城保育園 428-0036 神谷城1202 7:00-19:00 45-3240 70

保 ト 金谷中央保育園 428-0019 志戸呂95 7:00-19:00 46-0611 90

こ ナ 認定こども園五和幼稚園 428-0007 島550-6 7:00-18:30 46-3344 30

川根地区 こ ニ 認定こども園かわね保育園 428-0104 川根町家山1175-1 7:00-19:00 53-2142 40

地 ヌ しまだなごみ保育園 427-0046 若松町2653-1 7:00-19:00 39-6577 19

地 ネ 島田のんのん保育園 427-0006 阿知ヶ谷148-3 7:30-18:30 39-7328 19

地 ノ すばるKaKa保育園 427-0053 御仮屋町8849-１ 7:30-18:30 39-5490 19

地 ハ 保育所きぼう島田初倉園 427-0111 阪本763-2 7:30-19:00 38-7501 19

地 ヒ かなで保育園 427-0019 道悦五丁目19-2 7:30-18:30 34-3139 14

地 フ こっこ保育園 427-0006 阿知ヶ谷257-9 8:00-18:00 36-5314 8

家庭的保育 地 ヘ かていてきほいく　ギフト※希望する場合は要相談 427-0006 阿知ヶ谷329-1 7:30-18:30 74-1118 5

地 ホ あみい保育園 427-0047 中溝町1713-18 8:00-18:30 54-5881 19

地 マ こらいと島田 427-0011 東町183 7:00-19:00 39-3028 17

地 ヤ 島田ほのす保育園 427-0006 阿知ヶ谷148-3 7:30-18:30 39-7870 19

市外広域 ミ

◆希望の高い順にア～ミを記載してください。

☆ うち地域型保育所 箇所

　　↓　保：保育園　　こ：認定こども園　　地：地域型保育事業
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　この調書は、利用希望施設を教えていただくものです。希望した園のうち入園可能な施設があれば、
その中で最も希望順位の高い施設での１次選考通過通知をお送りします。通知後、やむを得ない事情
により入園を取りやめる場合は、速やかに保育支援課へキャンセルのご連絡をいただきますようお願い
します。

※「開所時間」は延長保育等に対応できる時間を含むため、通常の保育料で預かりができる時間は各施設へお問い合わせください。

希望する施設のア～ミに○をつけ、
希望順位を◆表に記載してください
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六合地区

初倉地区

金谷地区

入園検討可能な施設はすべて記載しました。○を記入→

市外の保育園、認定こども園（保育園部）、地域型保育事業 ⇒様式⑥へ記入

小規模保育

※機械で読み取りますので、太枠内にはっきりと
ご記入ください。
　

※今回記載した園でのみ選考されます。
入所保留となった後に希望園を追加することは可
能ですが、既に空き枠が少ない状況下での再選
考となるため、最初の申し込みの段階で希望園を
できるだけ多く（ただし、通える範囲内で）記載す
ることをお勧めします。

※市外の保育所等に申し込む場合は「ミ」と記入
し、様式⑥（裏面）にその詳細を記載してください。

事業所内保育

⑤

第１希望 第６希望

第２希望 第７希望

第３希望 第８希望

第４希望 第９希望

第５希望 第10希望

第11希望以降


